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別紙１

政 策 評 価 結 果 書

平成１４年 ３月２９日

（最終改訂同年７月１０日）

林 野 庁 企 画 課 長

政策分野 森林の保全

政策分野主管課 林野庁治山課

関 係 課 林野庁森林保全課、業務課

１ 目標値（目標年度）

（１）目 標 値

①山地災害から保全される森林の面積 １６６千ｈａ（平成１５年度）

②保安林整備計画の整備目標面積 １０，８０７千ｈａ（平成１５年度）

③保全松林における被害木の駆除率１００％（平成１３年度）

（２）サブ指標

保険金支払に係る標準的な事務処理期間（６０日）内処理１００％（平成１３

年度）

【13年度における目標】

目 標 値 ①５５千ｈａ、②９，６６０千ｈａ、③１００％

サブ指標 １００％

〈目標値算定の考え方〉

目標①については、全国森林計画における計画量等、②については、第５期保安

林整備計画による配備目標面積に基づき算定。③については、保安林等公益的機能

の高い松林として区域指定された「保全すべき松林」における当該年度の被害木の

駆除を的確に実施する観点から目標値を設定。

サブ指標については、保険金支払に係る標準的な事務処理期間内にすべて事務処

理を完了する観点から設定。

２ 評価結果

（１）有効性評価

ⅰ 目 標 値

13年度実績 ①５７千ha ②９，６０３千ha ③７１％

達成状況 ①１０３％ ②９９％ ③７１％

達成ランク ① Ａ ② Ａ ③ Ｂ



54- 2

ⅱ サブ指標

13年度実績 ９４％

達成状況 ９４％

達成ランク Ａ

所 見

山地災害から保全される森林面積の目標についての達成率は１０３％であり、こ

れは、水土保全機能等の公益的機能が低下した保安林等における重点的な森林整備

や、保全効果の大きい箇所における治山ダム等の重点設置などによるものと考えら

れる。

また、保安林整備計画の整備目標の平成１３年度末における進捗率は１００％で

あり、ほぼ計画どおりとなっている。これは、保安林の有する山地災害の防備及び

良質な水の安定的確保等の公益的機能に対する国民の要請を踏まえた指定対象地の

選定や、事務手続きが円滑に進められたことによるものと考えられる。

保全松林における被害木の駆除率については、駆除量そのものは昨年度ベースを

確保したものの、２年連続した夏期における異常気象により松くい虫被害量が増加

し（前年度比１０６％ 、特に被害量が増加している都府県や市町村において、財）

政や労務等の対応が間に合わず、被害量の増加に合わせて駆除量を増加させること

ができなかったこと、都府県や市町村の単独で行う駆除が、より被害が顕在化した

保全松林以外で多く行われたこと等により、昨年度に満たない駆除率となった。

保険金支払に係る標準的な事務処理期間内処理については、平成１３年度の支払

件数が減少したことや、都道府県における損害申請ミスが少なかったことから９４

％の達成率となった。

（２）必要性評価

豪雨、地震、火山噴火、流木等様々な現象による山地災害を防止し、また、良質

な水資源の安定的な確保、生活環境の保全・形成等を図るため、山地災害の発生の

危険性が高い地域における治山対策とともに、機能の低下した保安林等での森林整

備を計画的かつ緊急的に推進する必要がある。また、特に公益的機能の発揮が要請

される森林については、土地の形質の変更や無秩序な伐採等の行為を規制する保安

林としての指定を計画的に推進することが必要である。

さらに、森林の多面的機能の低下や森林所有者の経営意欲の喪失につながる森林

被害については、松くい虫等の森林病害虫の的確な防除や、林野火災の予防対策等

を着実に進めるとともに、災害による損失補てんを行っていくことが必要である。

３ 改善の方向

治山事業については、森林の保全効果の大きい地区に対して重点的な事業の実施

を図る。なお、治山事業の実施による森林の有する水源かん養、生活環境の保全・

形成等の機能向上効果については、その定量的な指標化について更に検討する必要

がある。

保安林については、目標の達成に向けて保安林整備計画に基づき、今後とも公益

的機能の発揮が必要とされる森林を保安林に指定し、その保全を図ることが重要で

ある。
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保全松林における被害木の駆除率については、これまでの被害対策を通じた駆除

率等を勘案して、対策対象松林の区域の大幅な見直しを行い、駆除等の対策を、保

全すべき松林において重点的に実施する方向で検討する。

また、被害地域の拡大を防止するため、１４年度より被害先端周辺地域におい

て「被害先端周辺地域対策」を新たに実施することとしており、被害地域拡大防

止に向けた体制を強化する。
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（別紙様式１）
政 策 評 価 シ ー ト

政策分野 森林の保全

政策分野主管課 政策分野主管課：林野庁治山課
及び関係課 関 係 課：林野庁森林保全課、業務課

目 標 目標年度 平成１５年度

目 標 値 ①山地災害から保全さ 現状値 ①５２千ｈａ
れる森林の面積 （平成１２年度実績）
１６６千ｈａ

②保安林整備計画の整 ②９，５４５千ｈａ
備目標面積 （平成１３年３月末現在）
１０，８０７千ｈａ
③保全松林における被 ③７５．５％
害木の駆除率１００％ （平成１２年度）
（平成１３年度）

サブ指標 ○森林保険の保険金支 現状値 ○８７．１％
払に係る標準的な事務
処理期間（６０日）内
に処理することを目標
（１００％）とする。
（平成１３年度）

関係者が取り組 ① 災害に強い安全な国土づくり、水源地域の機能強化を図るための治山事
むべき課題 業の推進

② 保安林の指定による森林機能の確保
③ 森林病害虫の被害対策等の推進
④ 森林保険の保険金の円滑な支払、事務処理の迅速化

目 年 度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
標
に 目 ①山地災害から保全される森林の面積
係 標
る 値 実績値 ５７千ha
各
年
度 達 成 単年度103％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％
の 状 況 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％
実
績 ②保安林整備計画の整備目標面積
値
及 実績値 9,603千ha
び
達
成 達 成 単年度100％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％
状 状 況 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％
況
③保全松林における被害木の駆除率

実績値 ７１％
（見込み）
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達 成 単年度 71％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％
状 況 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％

森林保険の保険金支払に係る標準的な事務処理期間（６０日）内に処理することを目標サ
ブ
指 実績値 ９４％
標
値
達 成 単年度 94％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％
状 況 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％

○目標値と実績値の推移

保安林の配備目標面積
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達成状況に対す １３年度 ① 治山事業は、山地災害から保全される森林面積の目標値
るコメント （５５.５千ha）に対して５７千haで、達成率は１０３％で

ある。これは、計画的な事業推進が図られたこと、水土保全
機能等の公益的機能が低下した保安林等において重点的に森
林整備を実施したこと及び保全効果の大きい箇所での治山ダ
ム等の重点設置によると考えられる。

② 保安林の配備量は目標値（平成１３年度末時）の１００
％となっており、ほぼ計画どおりの確保状況となっている。
これは、保安林の有する公益的機能（山地災害の防備、良質
な水の安定的確保、身近な緑の保全等）に対する国民の要請
を踏まえた指定対象地の選定や事務手続きが円滑に進められ
たことによるものと考えられる。

③ 松くい虫被害量は、夏期の気象条件が２年連続して記録
的な高温少雨であったことなどから、前年度比で約１０６％
（保全松林）と高水準の被害が継続することが見込まれる。
松くい虫被害は秋以降に現れるため、被害量が増加している

、 、都府県や市町村において 財政や労務等の対応が間に合わず
被害量の増加に合わせて駆除量を増加させることができなか
ったこと、都道府県や市町村の単独で行う駆除が、より被害
が顕在化した保全松林以外で多く行われたこと等により、保
全松林における駆除量が前年度とほぼ同量となったため、保
全松林の駆除率は７１％の達成状況となった。

サブ指標：保険金の支払は１０億円程度、支払件数は前年度
の６割程度の５千件前後と見込まれ、前年度より都道府県の
支払に係る事務量が減少し、県からの損害申請のミスも少な
かったことから、円滑な事務処理が行え、前年度より６ポイ
ント程度改善し、９４％程度の達成率と見込まれる。

１４年度

１５年度

１６年度

１７年度
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参考指標 目標値の過去の実績値
○山地災害から保全される森林の面積

平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度

山地災害から保全
４４千ｈａ ５４千ｈａ ４８千ｈａ ５２千ｈａ

される森林の面積

○保安林の整備 （保安林面積 単位：千ｈａ）
（ ） （ ）◇保安林整備計画 保安林整備臨時措置法で規定 の整備目標面積 千ha

整備目標面積 計画期末保安林面積 達成率

第１期保安林整備計画(S29～S38) 4,058 4,077 100％
第２期保安林整備計画(S39～S48) 6,662 6,966 105％
第３期保安林整備計画(S49～S58) 8,231 8,343 101％
第４期保安林整備計画(S59～H 5) 8,961 8,977 100％
第５期保安林整備計画(H 6～H15) 10,807

○保全松林における被害木の駆除率
平成１１年度 平成１２年度

松くい虫被害木駆除率（％） 80.1 75.5

サブ指標値の過去の実績値
平成１２年度 ８７．１％

備 考 達成状況の算出方法

①山地災害から保全される森林の面積（Ｈ１３年度）
H13実績 単年度目標 達成率
５７．０千ha ÷５５．５千ha×１００ １０３％≒

②保安林整備計画の整備目標面積（Ｈ１３年度）
H13実績 単年度目標（Ｈ１３） 達成率
９，６０３千ha÷９，６６０千ha×１００ ９９％≒

③保全松林における被害木の駆除率算出式（Ｈ１３年度 ：）
駆除量 被害量 駆除率
２７８千ｍ ÷ ３９２千ｍ ×１００ ７１％３ ３ ≒

サブ指標（森林保険）
標準的な事務処理期間内に事務処理を完了した件数／当該期間通知件数×１００

５，１６６／５，４７７×１００ ９４％≒
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政策分野及び政策目標値算出の考え方

森林の保全政策分野

目標年度 平成１５年度

山地災害から保全される森林の面積１６６千ｈａ目 標 値 ①
②保安林整備計画の整備目標面積１０，８０７千ｈａ
③保全松林における被害木の駆除率１００％

①全国森林計画上位計画
②第５期保安林整備計画

①平成２３年度目標年度
②平成１５年度

①保安林の整備 ５９４．１千ｈａ、保全施設箇所 ３８４．４百箇所目 標 値
②整備目標面積 １０，８０７千ha

〔政策分野の全般的考え方〕
我が国は、中央に高い山脈が走り地形は急峻で、崩壊しやすい火山灰土に広く覆われている
など地質的にも脆弱である。そのうえ、国土の大半は台風常襲地帯、積雪地帯、火山地帯等で
あり、台風、融雪、火山活動等により山崩れ、土石流等の山地災害等が発生しやすいという特
徴がある。
このような特徴をもつ我が国においては、国土の保全と開発を図り、国民生活の安定と向上
に資するため、
① 山地災害の防止等の役割を担う森林の維持・造成を推進すること
② 森林の有する水源のかん養、生活環境の保全・形成等の公益的機能を特に発揮する必要
のある森林を保安林に指定して保全すること
③ 森林の保全を図るため、森林病害虫等の総合的な被害対策を実施すること
等が課題となっている。

〔政策分野の目標設定の考え方〕
【目標】
① 治山事業は、山地災害から国民の生命・財産を保全し、また、水源のかん養、生活環境の
保全・形成等を図ることを目的とし、荒廃地等を対象に、植栽、間伐（本数調整伐）等の森
林整備や森林の生育基盤である森林土壌の崩壊、流出を防止するための土留、えん堤等の施
設の整備を実施するものである。このような治山事業の実施により、森林の有する山地災害
防止機能の維持・向上が図られることに着目して、山地災害から保全される森林の面積を指
標として設定する。
なお、治山事業の実施による森林の有する水源のかん養、生活環境の保全・形成等の機能
向上効果については、その定量的な指標化について更に検討する必要がある。
② 森林の有する水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等の
公益的機能を発揮させるため、保安林の指定を推進することが必要である。
保安林の指定により期待される森林の機能の確保について、機能の確保状況そのものを定
量的な目標とすることは困難であるため、保安林整備計画による配備目標面積を目標値とす
る。
、 、③ また 森林の持つ多様な機能を発揮させる前提となる森林の健全性の確保を図るためには

地域の被害状況等に応じて、森林病害虫等の総合的な被害対策を実施していくことが必要で
ある。特に、白砂青松に代表される我が国の良好な景観を構成するとともに、防風・防潮等
国土保全上重要な役割を果たしている松林に深刻な被害をもたらし、我が国最大の森林被害
でもある松くい虫被害の対策について、被害木の駆除率を指標に設定する。

【サブ指標】
○ 森林国営保険法に基づく森林国営保険の適切な運用を通じた災害による損失の合理的な補
てんが重要であり森林国営保険金の円滑な支払のため、保険金支払に係る標準的な事務処理
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期間をその指標に設定する。

〔政策目標値の算出方法〕
【目標】

（ ） （ （ ． ）、① 全国森林計画 計画期間Ｈ９～２３ における計画量 保安林の整備 ５９４ １千ｈａ
保全施設（３８４．４百箇所 ）等に基づき、治山事業による森林整備の推進や保全効果の）
より大きい箇所への治山施設の重点的設置等効果的・効率的な事業実施を推進し 「山地災、
害から保全される森林の面積」を１６６千ｈａ確保することを目標とする。
② 第５期保安林整備計画（保安林整備臨時措置法で規定）による配備目標面積（H15年度末
10,807千ha）を目標値として算出。
③ 対策対象松林のうち、保安林等公益的機能の高い松林として区域指定された「保全すべき
松林」における当該年度の被害木の駆除を的確に実施する観点から、対策対象松林（保全す
べき松林及び周辺松林）のうち保全すべき松林における駆除措置の重点的実施や、関係者の
主体的取組等の促進により、駆除率（駆除材積／被害材積）を１００％とすることを目標と
する。

【サブ指標】
○ 評価指標
＝（標準的な事務処理期間内に事務処理を完了した件数）／（当該期間通知件数）×１００

標準的な事務処理期間内に事務処理
を完了した件数 ：国に森林国営保険損害調査書が届いて（接受日）から、

保険金を支払う（決裁完了日）までの期間を標準処理期
間として、実際に要する期間を設定し、その達成率を検
証
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政 策 手 段 シ ー ト

（ ）政 策 分 野 森林の保全 １／２

政策手段等 施 策 の 内 容 実績及びそれに対する所見
（単位：千円） （目標、サブ指標との関連）

治山事業 山崩れ、土石流等の山地災害の 荒廃危険地等で治山ダムの設置等を
183,702,000 発生源となる荒廃地等の復旧整 行うとともに水土保全機能の低下し（ ）

［治山課・業務課］ 備 た保安林等で森林整備を実施するこ
（目標①） とにより、５７千haの森林の保全が

図られた。

保安林整備管理費 保安林の指定・解除 管理等 国 保安林整備計画に基づき計画的な保、 （
853,687 有保安林関係繰入含む ） 安林の指定等を行ったことにより、（ ） 。
［治山課］ （目標②） 平成１３年度末時点で9,643千ha（見

込み）の保安林を確保した。

森林害虫駆除事業民 松くい虫をはじめとした森林病 地域の特性に応じたきめ細かな松く
（ ）間団体委託費 害虫の防除等 い虫被害防除戦略の策定 ４タイプ

（15,601） （目標③） や、天敵を利用した松くい虫防除手
［森林保全課］ 法等が開発された。

法定森林病害虫等駆 予防措置として４万ｈａの薬剤によ
除費補助金 〃 る防除を行ったほか、駆除措置とし
（2,292,946） て２３万ｍ （造林公共による森林整３

［森林保全課］ 備に係る駆除を含む）の伐倒駆除等
を実施。

森林資源保護事業費 森林の健全度を高めたり、地域住民
、補助金 〃 による森林保全活動を推進するなど

414,506 法定森林病害虫等駆除と相まってよ（ ）
［森林保全課］ り効果的な防除に資する事業を実施

した。

森林保全管理推進対 被害発生源の除去や樹幹注入剤の施
、策事業費補助金 〃 用等により森林の健全度を高めたり

94,337 地域住民による森林保全活動や被害（ ）
［森林保全課］ 監視の推進など、法定森林病害虫等

駆除と相まってより効果的な防除に
資する事業を４７都道府県において
実施した。

森林害虫駆除事業委 農林水産大臣が駆除命令を発出する
託費 〃 ような事態は発生しなかった。

（3,651）
［森林保全課］

森林害虫駆除損失補
償金 〃 〃

（2,874）
［森林保全課］
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政 策 手 段 シ ー ト

（ ）政 策 分 野 森林の保全 ２／２

政策手段等 施 策 の 内 容 実績及びそれに対する所見
（単位：千円） （目標、サブ指標との関連）

森林保険特別会計 森林所有者等からの保険料によ １３年度は保険事故が少なかったこ
って運営されている森林国営保 とから、総額で１０億円程度の保険

森林保険費等歳出費 険において、被災した契約森林 金の支払が見込まれる。
（5,684,371） に対して保険金等を支払う。
［森林保全課］ （サブ指標）

森林国営保険法 森林国営保険法に基づく森林国 本法に基づき、４７都道府県におい
営保険の適切な運用を通じた災 て、森林の災害に対して５千４百件

［森林保全課］ 害による損失の合理的な補てん 程度の損失補てんを行った。
を行う。 （サブ指標）

森林法 保安林制度 保安林の指定により、森林の有 森林の公益的機能発揮に必要な森林（ ）
する水源かん養、土砂崩壊やそ の保全を図るため、保安林制度の運
の他の災害の防備等の保安機能 用を行った。
の確保を図る。

［治山課］ （目標②）

森林法（保安施設地 保安施設事業の実施により、山 荒廃地や荒廃危険地等で治山ダムの
、区制度） 崩れ、土石流等による被害の防 設置等を行い森林の保全を図るため

止・軽減を図る。 保安施設地区制度の運用を行った。
［治山課］ （目標①)

地すべり等防止法 地すべり防止工事の実施によ 新たに１５区域で地すべり防止区域
り、地すべりによる被害の防止 の指定を行うなど、地すべり防止工
・軽減を図る。 事を実施した。

［治山課］ （目標①）

、治山治水緊急措置法 治山事業の緊急かつ計画的な実 第9次治山事業７箇年計画に基づき
施を促進するため、治山事業七 平成13年度は事業費３,１５３億円
箇年計画を策定。 （当初）でもって緊急かつ計画的に

［治山課］ （目標①） 治山事業を実施した。

保安林整備臨時措置 緊急に保安林を整備するため、 第５期保安林整備計画に基づき、森
法 １０年を１期とする保安林整備 林の公益的機能発揮に必要な森林の

計画を策定し、これに基づき、 保全を図るため、保安林の計画的な
計画的な保安林の整備を図る。 指定等を行った。

［治山課］ （目標②） また、保安林を巡る情勢の変化等を
踏まえ、第５期保安林整備計画を変
更して保安林の指定計画量を約98万
ha追加した

森林病害虫等防除法 森林病害虫等防除法に基づく各 本法に基づき、４７都道府県におい
種防除措置等の実施。 て、森林の保全を図るため、松くい

［森林保全課］ （目標③） 虫被害対策をはじめとした森林病害
虫等の防除を行った。




